
第
二
常
任
委
員
会
に
審
査
を
付

託
さ
れ
ま
し
た
案
件
の
主
な
審
査

内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
「
平
成
十
九
年
度
土
岐
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
中
歳

出
の
部
所
管
部
分
に
つ
い
て
」
は
、

「
未
整
備
森
林
緊
急
公
的
整
備
導

入
モ
デ
ル
事
業
費
補
助
金
の
事
業

計
画
に
つ
い
て
」
質
疑
が
あ
り
、

「
二
年
計
画
で
、
国
が
行
う
事
業

で
あ
る
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
、
続

い
て
、「
対
象
と
な
る
地
域
、
森

林
は
、
ど
こ
か
。
ま
た
、
面
積
三

十
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
決
め
た
理
由

は
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
場
所

に
つ
い
て
は
、
現
在
、
県
、
市
、

陶
都
森
林
組
合
で
検
討
中
で
あ

る
。
ま
た
、
面
積
に
つ
い
て
は
、

県
で
の
調
整
結
果
で
あ
る
」
旨
の

答
弁
が
あ
り
、
続
い
て
、「
国
際

陶
磁
器
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
美
濃
負

担
金
の
三
市
の
割
合
に
つ
い
て
」

質
疑
が
あ
り
、「
三
分
の
一
を
多

治
見
市
で
、
残
り
の
三
分
の
二
は
、

多
治
見
市
を
含
む
三
市
の
人
口
割

り
で
あ
る
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
、

続
い
て
、「
庚
申
・
山
神
線
の
総

事
業
費
に
つ
い
て
」
質
疑
が
あ
り
、

「
四
億
六
千
万
円
程
を
予
定
し
て

い
る
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
、
続
い

て
、「
新
土
岐
津
線
推
進
事
業
費

に
つ
い
て
、
委
託
費
の
内
訳
は
」

と
の
質
疑
が
あ
り
、「
用
地
測
量

委
託
費
が
、
三
百
八
十
万
円
、
交

差
点
変
更
設
計
業
務
委
託
費
が
、

九
十
七
万
円
、
事
業
関
連
委
託
料

が
、
二
百
七
十
万
円
で
あ
る
」
旨

の
答
弁
が
あ
り
、
続
い
て
、「
今

後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
」
と
の
質

疑
が
あ
り
、「
地
権
者
の
意
向
を

把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

事
業
化
の
実
現
に
向
け
、
地
権
者

へ
の
協
力
を
求
め
、
ま
ち
づ
く
り

交
付
金
申
請
に
必
要
な
整
備
計
画

を
行
う
予
定
で
あ
る
」
旨
の
答
弁

が
あ
り
、
続
い
て
、「
教
育
費
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
助
成
事
業
に
つ

い
て
、
こ
の
助
成
制
度
は
、
広
く

市
民
に
周
知
さ
れ
て
い
る
の
か
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
助
成
を
受
け
た

団
体
は
あ
る
の
か
」
と
の
質
疑
が
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あ
り
、「
今
回
が
初
め
て
で
あ
り
、

今
後
は
、
市
民
周
知
に
努
め
る
」

旨
の
答
弁
が
あ
り
、
続
い
て
、

「
災
害
復
旧
費
に
つ
い
て
、
荒
神

洞
線
は
、
開
通
し
て
間
も
な
い
道

路
で
あ
る
が
、
崩
壊
し
た
原
因
は
」

と
の
質
疑
が
あ
り
、「
こ
の
地
域

は
、
固
結
粘
土
層
と
砂
礫
層
の
二

層
か
ら
成
る
地
質
で
あ
り
、
固
結

粘
土
層
は
、
雨
水
を
浸
透
し
な
い

性
質
が
あ
る
。
七
月
十
三
日
か
ら

七
月
十
五
日
に
か
け
、
二
百
二
十

ミ
リ
の
大
雨
が
降
っ
た
た
め
、
地

下
水
位
が
上
昇
し
、
上
部
の
砂
礫

層
が
崩
壊
し
た
」
旨
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。

第
二
常
任
委
員
会

▲崩落した荒神洞線

今議会には、補正予算３件、条例の一部改正６件、人事案件２件、決算（企業会計）の認定２件、そ
の他案件２件の15件が理事者側から上程され、議員提出議案として、決算特別委員会の設置及び飲酒運
転根絶に関する決議を提出しました。
決算認定の２件を決算特別委員会に付託し、11月１日に開催し、審査を行いました。決算についての

報告は、次号でさせていただく予定です。
飲酒運転根絶に関する決議は、平成14年９月議会において、同様の決議を行いましたが、その後も新

聞紙上で、毎日のように悲惨な事故が報道されています。そういう状況を踏まえ、再度、市民のみなさ
んに飲酒運転の根絶を推進するため、決議をいたしました。
土岐市民から被害者も加害者も出さないよう、一人一人が自覚をもって行動しましょう。
人事案件につきましては、９月12日の本会議において、教育委員会委員の任期満了に伴い、新たに齋

木寛治さんの選任、公平委員会委員の奥村康子さんの再任に同意をしました。
補正予算関係、条例の一部改正関係、その他の案件は、常任委員会に付託し、９月18、19日に審査さ

れ、９月26日の本会議において、すべて原案どおり可決しました。各常任委員会の審査内容は、以下の
とおりです。

平成19年第4回土岐市議会定例会報告

平成19年第４回議会定例会のあらまし



▼
「
平
成
十
九
年
土
岐
市
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に

つ
い
て
」
は
、「
受
変
電
設
備
と

自
家
発
電
設
備
の
二
つ
の
工
事
が

あ
る
が
、
市
と
合
同
会
社
土
岐
ア

ク
ア
シ
ル
ヴ
ァ
と
共
同
で
行
う
理

由
は
。
両
方
市
で
行
う
べ
き
で
は

な
い
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、

「
受
変
電
設
備
は
、
既
設
の
北
部

送
水
ポ
ン
プ
場
に
設
置
し
、
自
家

発
電
施
設
は
、
同
ポ
ン
プ
場
隣
接

地
に
土
岐
ア
ク
ア
シ
ル
ヴ
ァ
が
建

物
及
び
送
水
ポ
ン
プ
と
一
緒
に
整

備
す
る
た
め
、
協
議
の
結
果
、
そ

れ
ぞ
れ
で
行
う
こ
と
と
し
た
」
旨

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
小
口
融
資
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
」

は
、「
土
岐
市
で
何
件
の
利
用
が

あ
る
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、

「
平
成
十
年
度
か
ら
平
成
十
八
年

度
ま
で
に
四
十
一
件
、
今
年
度
は
、

現
在
の
と
こ
ろ
０
件
で
あ
る
」
旨

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
企
業
立
地
促
進
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
」
は
、「
ど
の
よ
う
な
産
業
形

態
の
企
業
が
対
象
に
な
る
の
か
」

と
の
質
疑
が
あ
り
、「
業
務
な
ど

統
計
調
査
に
用
い
る
産
業
分
類
の

大
分
類
Ｆ
に
該
当
す
る
製
造
業
、

ま
た
、
標
準
産
業
分
類
に
掲
げ
る

大
分
類
Ｉ
の
運
輸
、
倉
庫
業
が
対

象
と
な
る
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
、

続
い
て
、「
地
場
産
業
で
も
対
象

と
な
る
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、

「
全
て
の
地
場
企
業
が
対
象
と
は

な
ら
な
い
が
、
製
造
業
は
対
象
と

な
る
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
下
水
道
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
」
は
、

「
今
後
、
ど
の
よ
う
な
占
用
が
想

定
さ
れ
る
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、

「
管
路
に
設
置
す
る
光
フ
ァ
イ
バ

ー
や
ポ
ン
プ
場
に
設
置
す
る
施
設

な
ど
が
考
え
ら
れ
る
」
旨
の
答
弁

が
あ
り
ま
し
た
。

﹇
審
査
結
果
﹈
▼
平
成
十
九
年
度

土
岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

二
号
）
中
歳
出
の
部
所
管
部
分

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》
▼
平

成
十
九
年
度
土
岐
市
水
道
事
業
会

計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
《
全
会

一
致
・
原
案
可
決
》
▼
土
岐
市
小

口
融
資
条
例
の
一
部
改
正
《
全
会

一
致
・
原
案
可
決
》
▼
土
岐
市
企

業
立
地
促
進
条
例
の
一
部
改
正

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》
▼
土

岐
市
下
水
道
条
例
の
一
部
改
正

土 岐 市 議 会 だ よ り  土 岐 市 議 会 だ よ り  

3

《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》

第
一
常
任
委
員
会
に
審
査
を
付

託
さ
れ
ま
し
た
案
件
の
主
な
審
査

内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
「
平
成
十
九
年
度
土
岐
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
二
号
）
中
歳

入
の
部
全
部
、
歳
出
の
部
所
管
部

分
・
そ
の
他
所
管
部
分
に
つ
い

て
」「
歳
入
の
部
」
で
は
、「
特
別

交
付
金
の
確
定
額
と
当
初
見
込
み

額
の
差
が
大
き
い
の
は
な
ぜ
か
」

と
の
質
疑
が
あ
り
、「
特
別
交
付

金
は
、
平
成
十
一
年
の
税
制
改
正

に
よ
る
恒
久
的
な
減
税
に
伴
う
、

地
方
税
の
減
収
の
一
部
を
補
填
す

る
た
め
に
交
付
さ
れ
て
い
た
が
、

平
成
一
九
年
度
か
ら
廃
止
さ
れ
、

そ
の
こ
と
に
よ
る
激
変
緩
和
の
経

過
措
置
と
し
て
、
今
年
度
か
ら
三

ヵ
年
に
限
り
交
付
さ
れ
る
も
の

で
、
当
初
予
算
編
成
時
に
県
か
ら

の
試
算
を
も
と
に
、
予
算
計
上
し

た
が
、
そ
の
後
、
県
が
改
め
て
、

計
算
を
し
た
と
こ
ろ
、
大
幅
な
減

と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
」
旨
の
答

弁
が
あ
り
、
続
い
て
、「
自
治
総

合
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
助
成
金
の
制

度
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
制
度

か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
こ
の

助
成
金
は
、
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
宝
く
じ

の
収
益
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
助

成
の
経
緯
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の

育
成
な
ど
に
助
成
す
る
と
い
う
こ

と
で
、
文
化
振
興
課
を
通
じ
、
土

岐
津
炎
太
鼓
の
方
か
ら
お
話
が
あ

り
、
県
へ
申
請
し
、
認
め
て
い
た

だ
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
助
成

の
主
旨
に
該
当
す
れ
ば
、
市
を
通

じ
て
、
申
請
は
で
き
る
が
、
県
内

で
枠
が
あ
り
、
申
し
込
め
ば
い
つ

で
も
も
ら
え
る
と
い
う
も
の
で
は

な
い
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
、
続
い

て
、「
国
庫
負
担
金
の
災
害
復
旧

費
負
担
金
は
、
事
業
費
の
三
分
の

二
で
、
残
り
の
三
分
の
一
に
あ
て

る
災
害
復
旧
債
の
九
十
五
パ
ー
セ

ン
ト
が
、
交
付
税
措
置
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
だ
が
、
ど
の
災
害
で
も

同
じ
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、

「
災
害
が
発
生
す
る
と
国
に
よ
る

査
定
を
受
け
、
災
害
と
認
定
さ
れ

れ
ば
、
三
分
の
二
が
国
庫
負
担
金

で
、
三
分
の
一
を
起
債
と
し
、
そ

の
う
ち
九
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
交

付
税
に
算
入
さ
れ
る
」
旨
の
答
弁

が
あ
り
、
続
い
て
、「
歳
出
の
部
」

で
は
、「
バ
ー
デ
ン
パ
ー
ク
Ｓ
Ｏ

Ｇ
Ｉ
の
熱
源
を
電
気
で
は
ま
か
な

い
き
れ
な
い
の
で
、
プ
ロ
パ
ン
施

設
で
補
完
す
る
こ
と
に
至
っ
た
経

緯
に
つ
い
て
」
質
疑
が
あ
り
、

「
こ
の
施
設
の
熱
源
は
、
全
て
電

気
で
ま
か
な
っ
て
い
た
が
、
入
場

者
数
が
、
当
初
の
見
込
み
よ
り
、

多
か
っ
た
こ
と
、
及
び
急
な
温
度

低
下
な
ど
に
対
応
す
る
た
め
、
プ

ロ
パ
ン
施
設
に
し
た
」
旨
の
答
弁

が
あ
り
、
続
い
て
、「
こ
の
施
設

は
、
こ
れ
ま
で
、
熱
源
に
つ
い
て
、

い
ろ
い
ろ
な
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
て

い
る
が
、
電
気
の
補
完
と
し
て
プ

ロ
パ
ン
を
使
う
こ
と
は
、
大
丈
夫

な
の
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、

第
一
常
任
委
員
会
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「
地
下
に
設
置
し
て
あ
る
温
水
槽

に
、
今
回
設
置
す
る
ボ
イ
ラ
の
配

管
を
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
現

在
の
シ
ス
テ
ム
で
の
昇
温
を
補
助

す
る
も
の
で
あ
り
、
問
題
は
起
き

な
い
」
と
の
答
弁
が
あ
り
、
続
い

て
、「
こ
の
設
備
を
つ
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
多
く
の
入
場
者
が
来

て
も
大
丈
夫
か
」
と
の
質
疑
が
あ

り
、「
現
在
ま
で
の
入
場
者
数
を

加
味
し
て
、
設
計
し
た
も
の
で
あ

り
、
問
題
は
な
い
」
旨
の
答
弁
が

あ
り
、
続
い
て
、「
今
後
、
入
場

者
の
減
少
が
予
想
さ
れ
る
が
、
ど

う
見
込
ん
で
い
る
か
」
と
の
質
疑

が
あ
り
、「
当
初
経
営
面
で
の
見

込
み
を
二
十
万
人
と
想
定
し
て
い

た
が
、
昨
年
度
は
、
三
十
二
万
人

の
来
客
が
あ
り
、
今
年
度
も
八
月

末
で
、
十
二
万
人
を
超
え
て
い
る

の
で
、
二
十
万
人
は
確
保
で
き
る

と
見
込
ん
で
お
り
、
更
に
、
指
定

管
理
者
に
経
営
努
力
を
お
願
い
す

る
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
、
続
い
て
、

「
児
童
公
園
の
遊
具
整
備
に
つ
い

て
、
基
本
的
に
町
内
の
管
理
で
あ

る
と
聞
い
て
い
る
が
、
遊
具
等
で

事
故
が
あ
っ
た
と
き
に
、
町
内
の

責
任
は
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、

「
遊
具
の
安
全
点
検
は
市
が
行
っ

て
お
り
、
そ
れ
に
起
因
す
る
事
故

に
つ
い
て
は
、
市
の
責
任
で
あ
る
」

旨
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

質
疑
終
了
後
、
討
論
に
入
り
、

歳
入
に
お
い
て
、
特
別
交
付
金
は
、

恒
久
減
税
を
廃
止
し
た
こ
と
に
よ

る
、
三
ヵ
年
の
経
過
措
置
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
施
策
に
反
対

で
あ
り
、
予
算
編
成
時
と
県
の
試

算
に
誤
差
が
生
じ
、
大
幅
な
補
正

を
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
対
し
て
も
、
遺
憾
で
あ
り
、
反

対
で
あ
る
旨
の
討
論
と
、
歳
入
は
、

適
正
に
計
上
さ
れ
て
お
り
、
歳
出

に
つ
い
て
も
、
熱
源
の
補
完
な
ど

必
要
な
も
の
が
、
計
上
さ
れ
て
い

る
の
で
、
賛
成
す
る
と
の
討
論
が

あ
り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
憩
の
家
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て
」
は
、「
河

合
憩
の
家
を
河
合
区
へ
無
償
貸
与

す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
修
繕
な

ど
が
生
じ
た
場
合
、
他
の
集
会
場

と
同
じ
よ
う
に
限
度
額
の
範
囲
内

で
の
三
分
の
一
の
補
助
が
適
用
さ

れ
る
か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、

「
他
の
集
会
場
は
、
町
内
の
方
々

の
お
金
で
建
て
ら
れ
て
お
り
、
こ

の
集
会
場
は
、
市
が
設
置
し
た
も

の
で
あ
り
、
成
り
立
ち
が
違
う
た

め
、
通
常
の
補
助
の
適
用
は
、
考

え
て
お
ら
ず
、
河
合
区
と
も
修
繕

な
ど
は
地
元
で
行
う
こ
と
で
合
意

し
て
い
る
」
旨
の
答
弁
が
あ
り
ま

し
た
。

▼
「
土
岐
市
防
災
行
政
無
線
（
デ

ジ
タ
ル
同
報
系
）
設
備
工
事
の
請

負
契
約
に
つ
い
て
」
は
、「
入
札

状
況
に
つ
い
て
」
質
疑
が
あ
り
、

「
指
名
競
争
入
札
で
、
十
一
社
を

指
名
し
、
八
社
が
、
辞
退
、
三
社

の
応
札
で
、
中
央
電
子
光
学
株
式

会
社
が
、
税
別
で
、
五
億
四
千
万

円
で
落
札
し
、
落
札
率
が
、
九

四
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
」
旨

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

▼
「
土
岐
市
公
共
下
水
道
根
幹
的

施
設
の
建
設
工
事
委
託
に
関
す
る

協
定
の
変
更
に
つ
い
て
」
は
、

「
日
本
下
水
道
事
業
団
が
、
入
札

を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
地
元
業
者

の
参
加
に
対
し
、
配
慮
を
し
た
の

か
」
と
の
質
疑
が
あ
り
、「
建
設

工
事
に
お
い
て
、
岐
阜
県
内
に
本

社
、
本
店
を
有
す
る
業
者
と
い
う

条
件
を
つ
け
て
い
た
だ
い
た
」
旨

の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

﹇
審
査
結
果
﹈
▼
平
成
十
九
年
度

土
岐
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

二
号
）
中
歳
入
の
部
全
部
、
歳
出

の
部
所
管
部
分
、
そ
の
他
所
管
部

分
《
賛
成
多
数
・
原
案
可
決
》
▼

土
岐
市
憩
い
の
家
設
置
及
び
管
理

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
《
全

会
一
致
・
原
案
可
決
》
▼
土
岐
市

防
災
行
政
無
線
（
デ
ジ
タ
ル
同
報

系
）
設
置
工
事
の
請
負
契
約
に
つ

い
て
《
全
会
一
致
・
原
案
可
決
》

▼
土
岐
市
公
共
下
水
道
根
幹
的
施

設
の
建
設
工
事
委
託
に
関
す
る
協

定
の
変
更
に
つ
い
て
《
全
会
一

致
・
原
案
可
決
》

去
る
八
月
二
十
日
（
第
四
回
）

九
月
二
十
一
日
（
第
五
回
）
十
月

二
十
三
日
（
第
六
回
）
委
員
会
を

開
催
し
ま
し
た
。
主
な
意
見
は
次

の
と
お
り
で
す
。（
第
六
回
は
、

次
号
で
、
報
告
し
ま
す
。）

第
四
回
委
員
会

▼
「
審
議
会
な
ど
女
性
登
用
の
推

進
に
つ
い
て
」
組
織
の
長
や
代
表

者
に
お
願
い
を
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
れ
ぞ
れ
組
織
の
中
か
ら
選

任
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
方
法
も

取
り
入
れ
、
柔
軟
に
対
応
す
べ
き

で
は
な
い
か
。

▼
「
入
札
制
度
に
つ
い
て
」
今
ま

で
の
よ
う
に
、
最
低
応
札
価
額
の

業
者
と
契
約
を
す
る
と
い
う
方
法

で
は
な
く
、
技
術
力
の
評
価
、
社

会
貢
献
の
度
合
い
、
市
民
福
祉
の

貢
献
や
エ
コ
へ
の
取
り
組
み
状
況

な
ど
、
総
合
的
な
評
価
を
充
分
加

味
し
て
、
応
札
価
額
と
の
バ
ラ
ン

ス
を
保
ち
な
が
ら
業
者
を
選
定
す

る
よ
う
な
方
法
を
取
り
入
れ
る
こ

と
も
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

▼
「
民
間
委
託
、
指
定
管
理
者
制

度
に
つ
い
て
」
指
定
管
理
者
制
度

に
つ
い
て
は
、
現
在
、
ほ
と
ん
ど

の
施
設
が
、
二
十
一
年
度
ま
で
の

管
理
を
お
願
い
し
て
る
が
、
二
十

二
年
度
以
降
は
、
公
募
に
よ
り
指

定
管
理
者
を
決
め
る
必
要
が
あ
る

の
で
、
そ
の
推
移
を
し
っ
か
り
見

守
る
と
当
時
に
、
制
度
の
主
旨
が
、

確
実
に
達
成
せ
ら
れ
る
よ
う
に
研

究
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
五
回
委
員
会

▼
「
電
子
自
治
体
に
つ
い
て
」
Ｉ

Ｔ
化
に
よ
り
職
員
数
が
減
っ
て
い

る
か
と
い
う
と
、
確
か
に
、
平
成

元
年
当
時
と
比
べ
れ
ば
、
百
人
近

く
が
減
っ
て
い
る
が
、
老
人
介
護

施
設
の
設
置
や
特
別
保
育
の
導
入

行
財
政
改
革

特
別
委
員
会


